
県外の公立高等学校への受検について●
県外の公立高等学校を受検する場合は、必ず在籍している中学校を通して出願手続
きを行っていただくことが必要です。
そこで、
( ) まず、お子様が在籍している中学校に、県外の公立高等学校を受検する旨をお伝1
え頂き、出願手続きの依頼をして下さい。

( ) 依頼を受けた中学校は、お子様が出願を希望する都道府県教育委員会に連絡し、2
入学者選抜要項及び出願に必要な書類を取り寄せることになります。

( ) 出願する際には、出願先の都道府県教育委員会に対して、新潟県の公立高等学校3
を出願しないことを証明する証明書 不受検証明書 の提出が必要となります 様（ ） 。（
式は各都道府県教育委員会が指定します ）。

( ) 証明書の証明者が新潟県教育委員会教育長の場合は、以下の手続きが必要となり4
ます。

① 下記の必要書類を、直接持参または郵送願います。
なお、直接持参していただいた場合でも、証明書の発行には時間がかかります
ので、後日返送させていただきます。
② 郵送される場合は、封筒に「不受検証明書在中」と朱書きし、下記の住所まで
郵送願います。

◆必要書類等
○「新潟県公立高等学校不受検理由書」
（様式はこのホームページからダウンロードすることができます ）。
○ 出願先の都道府県が指定する「不受験証明書」
○ 返送用の封筒
（送付先の住所を明記し、返信用の切手［普通郵便料金＋配達記録郵便料金
円］を貼付願います ）210 。
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